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紹介と批評

環
境
保
護
の
政
治
過
程

久
保
文
明
『
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
と
公
共
利
益
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
め
ぐ
っ
て

一
　
は
じ
め
に

　
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
史
上
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
O
年
代
に
か

け
て
、
環
境
保
護
運
動
が
有
力
な
政
治
勢
力
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
圧
倒
的
な
力
を
保
持
し
て
き
た
産
業
界

の
私
的
利
益
に
対
抗
し
う
る
も
の
と
し
て
、
政
治
過
程
に
影
響
力
を

行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
は
、
合
衆
国
憲
法
に

お
い
て
私
的
利
益
の
追
求
が
保
障
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

少
数
の
既
得
権
益
集
団
が
特
権
的
影
響
力
を
独
占
し
て
い
る
、
と
い

う
の
が
支
配
的
見
方
で
あ
っ
た
（
い
o
＆
這
目
）
。
加
え
て
、
運
動

に
参
加
し
な
く
て
も
便
益
を
享
受
で
き
る
公
共
利
益
は
組
織
化
が
難

し
い
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
9
ω
8
一
8
0
。
）
。
従
っ
て
、
一
九
六

〇
年
代
以
降
、
環
境
保
護
と
い
う
公
的
利
益
が
、
社
会
運
動
と
し
て

表
出
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
策
に
結
実
し
、
さ
ら
に
政
治
制
度
へ

浸
透
し
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
環
境
保
護
運
動
の
政
治
的
成
功
を
評
し
て
「
環
境
問
題
へ
の
関
心

の
制
度
化
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
（
ピ
き
讐
8
お
o。
命
ω
）
。

多
く
の
環
境
保
護
法
案
が
議
会
を
通
過
し
、
全
米
各
地
で
執
行
さ
れ

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
環
境
保
護
に
関
わ
る
行
政
機
関
が
組
織
的
に

拡
大
し
、
運
動
に
関
与
す
る
団
体
が
予
算
・
人
員
・
会
員
を
増
や
し
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
関
心
が
高
ま
り
、
世
論
が
環
境
問
題
の
解
決

を
望
む
よ
う
に
な
る
な
ど
、
環
境
保
護
と
い
う
価
値
観
が
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
象
を
受
け
て
、
環
境
保
護
運
動
に
つ
い
て
考
察
す

る
社
会
科
学
者
が
増
え
、
近
年
そ
の
研
究
成
果
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
。
運
動
の
興
隆
と
研
究
の
進
展
と
が
ほ
ぼ
同
時
代
に
起
こ
っ
た

こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
か
、
分
析
結
果
の
導
く
結
論
が
、
と
も
す
れ

ば
環
境
保
護
運
動
を
支
持
あ
る
い
は
否
定
す
る
、
観
察
者
の
主
観
的

問
題
意
識
を
強
く
投
影
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
や
や
極
端
な
単
純
化

を
す
れ
ば
、
環
境
保
護
運
動
を
反
体
制
運
動
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ

の
正
当
性
あ
る
い
は
不
当
性
を
訴
え
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
濃
い

結
論
を
導
く
研
究
が
散
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
革
新
的
な

社
会
運
動
家
あ
る
い
は
逆
に
保
守
的
な
学
識
者
が
、
研
究
に
従
事
す

る
場
合
に
多
く
み
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。
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し
か
し
、
環
境
保
護
運
動
が
一
定
の
政
治
的
成
果
を
挙
げ
、
運
動

と
し
て
の
成
熟
段
階
に
達
す
る
に
つ
れ
て
、
研
究
対
象
へ
の
接
近
方

法
も
多
様
化
し
て
い
る
。
運
動
自
体
の
倫
理
的
是
非
を
問
う
こ
と
よ

り
も
、
「
環
境
間
題
へ
の
関
心
の
制
度
化
」
を
可
能
に
し
た
多
様
な

要
因
や
複
雑
な
過
程
を
、
冷
静
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
高
ま

り
つ
つ
あ
る
。
い
か
に
し
て
運
動
は
表
出
し
政
策
へ
と
結
実
す
る
の

か
。
そ
の
過
程
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
に
特
徴
的
な
構
造
と
ど
の
よ
う

に
関
連
し
て
い
る
の
か
。
環
境
保
護
運
動
の
特
質
の
み
な
ら
ず
、
ア

メ
リ
カ
政
治
を
本
質
的
に
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
学
術
的
命
題
に

迫
ろ
う
と
す
る
研
究
が
登
場
し
て
き
た
。

　
久
保
文
明
『
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
と
公
共
利
益
』
は
、
そ
の
代
表

例
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
環
境
保
護
運
動
と

環
境
保
護
政
策
の
決
定
過
程
に
つ
い
て
、
諸
理
論
が
紹
介
さ
れ
る
。

続
く
第
二
部
で
は
、
環
境
保
護
運
動
の
構
造
と
政
治
制
度
と
の
関
係

が
、
概
説
的
に
整
理
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
公
害
未
然
防

止
法
を
例
に
取
り
、
政
策
的
手
法
の
変
化
に
つ
い
て
個
別
的
分
析
が

加
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
理
論
が
事
例
で
十
分
に
検
証
さ
れ
た
か
ど

う
か
、
取
り
上
げ
た
政
策
が
環
境
保
護
を
代
表
す
る
も
の
か
、
評
価

は
分
か
れ
る
。
し
か
し
、
大
き
な
視
野
で
全
体
像
に
迫
ろ
う
と
し
た

姿
勢
は
、
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

二
　
環
境
保
護
の
歴
史

　
一
般
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
環
境
保
護
を
め
ぐ
る
運
動
は
、
そ

の
歴
史
的
起
源
を
今
世
紀
初
頭
の
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権

下
に
お
け
る
資
源
保
全
（
8
ロ
紹
廼
象
一
9
）
に
求
め
ら
れ
、
次
い

で
一
九
三
〇
年
代
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
D
・
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権
下
に

お
い
て
、
こ
れ
が
拡
大
す
る
段
階
を
経
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に

は
新
し
い
運
動
へ
と
変
質
し
て
き
た
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
基
本

的
に
は
、
久
保
氏
も
こ
の
歴
史
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

　
市
場
の
全
国
化
、
農
民
の
西
部
開
拓
な
ど
が
起
こ
っ
た
十
九
世
紀

の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
天
然
資
源
は
無
尽
蔵
と
考
え
ら
れ
、
利

用
さ
れ
、
そ
し
て
破
壊
さ
れ
て
い
っ
た
。
二
十
世
紀
に
入
っ
て
、
特

に
森
林
・
水
利
資
源
を
め
ぐ
る
乱
開
発
が
、
政
策
課
題
と
し
て
認
識

さ
れ
る
。
世
紀
転
換
期
の
い
わ
ゆ
る
革
新
主
義
の
時
代
、
天
然
資
源

管
理
・
開
発
の
専
門
的
知
識
を
備
え
た
連
邦
官
僚
が
、
将
来
に
わ
た

っ
て
木
材
や
農
業
用
水
を
安
定
的
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
、
効
率
的

利
用
を
強
力
に
推
進
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
商
業
的
利
用
を
前
提
と
す
る
管
理
政
策
に
対
し
て
、

自
然
そ
れ
自
体
の
完
全
な
保
護
（
實
①
ω
R
茜
江
9
）
を
訴
え
る
少
数

派
も
存
在
し
た
。
そ
の
結
果
、
初
期
の
国
立
公
園
や
連
邦
森
林
管
理

局
が
制
度
化
さ
れ
る
一
方
で
、
シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
や
全
米
オ
ド
ユ
ボ
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ン
協
会
を
始
め
と
す
る
環
境
保
護
組
織
が
生
ま
れ
た
。
他
方
、
資
源

保
全
運
動
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
、
持
続
可
能
な
農
業
を
支
え
る
目

的
で
土
壌
管
理
を
中
心
と
す
る
公
共
事
業
へ
と
展
開
す
る
。
こ
う
し

た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
資
源
保
全
運

動
や
諸
政
策
も
、
天
然
資
源
の
浪
費
を
防
ぎ
、
こ
れ
を
効
率
的
に
利

用
し
、
経
済
発
展
の
た
め
に
開
発
す
る
目
的
を
持
ち
、
専
門
知
識
を

有
す
る
科
学
者
や
行
政
官
ら
少
数
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
立
案
・
実
施

さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
環
境
保
護
運
動
は
、
そ

の
自
然
観
や
運
動
の
担
い
手
に
お
い
て
、
戦
前
の
資
源
保
全
運
動
と
、

決
定
的
な
歴
史
的
断
絶
を
有
す
る
。
つ
ま
り
、
自
然
資
源
を
効
率
的

に
利
用
し
よ
う
と
し
た
専
門
家
に
よ
る
古
い
運
動
に
対
し
て
、
新
し

い
運
動
は
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
と
生
活
の
質
に
関
心
を
寄
せ
る
国
民
世
論

に
基
盤
を
置
い
て
い
た
。

　
現
在
の
環
境
保
護
運
動
に
見
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
国
民
の
関
心
は
、

一
方
で
美
的
な
価
値
を
持
つ
自
然
環
境
の
保
全
を
目
標
と
し
、
他
方

で
大
気
・
水
質
・
土
壌
汚
染
な
ど
の
公
害
問
題
か
ら
生
ま
れ
た
「
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
」
な
危
機
意
識
を
反
映
し
て
い
る
。
運
動
を
推
進
し
た

の
は
、
戦
後
出
現
し
た
大
量
の
新
し
い
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
層
、
中
で

も
と
り
わ
け
野
外
で
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た

高
学
歴
の
若
年
層
が
有
し
た
環
境
に
対
す
る
新
し
い
価
値
観
で
あ
っ

た
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
「
環
境
問
題

へ
の
関
心
の
制
度
化
」
が
実
現
す
る
。
既
存
の
環
境
保
護
団
体
が
大

幅
に
会
員
数
を
増
や
し
、
連
邦
政
府
内
部
に
環
境
保
護
庁
が
設
置
さ

れ
、
環
境
浄
化
を
目
的
と
す
る
連
邦
諸
法
が
制
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ

の
環
境
保
護
運
動
は
、
史
上
ま
れ
に
み
る
高
揚
期
を
迎
え
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
直
後
に
、
国
民
全
般
の
関
心
が
著
し
く
低
下
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
反
環
境
保
護
勢
力
が
台
頭
し
、
環
境
保
護
団
体
の
成
長

も
鈍
化
す
る
な
ど
、
特
に
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
政
権
下
で
は
、
運
動

の
衰
退
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
、
従
来
の
環
境
保
護
に
敵
対
的
な

政
策
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
逆
に
運
動
は
再
活
性
化
し
、
多
く
の
団

体
の
会
員
数
が
再
び
上
昇
に
転
じ
た
。
こ
の
時
期
に
、
国
内
各
地
で

有
害
・
有
毒
廃
棄
物
の
投
棄
・
処
分
場
の
問
題
が
深
刻
化
し
、
地
球

規
模
で
酸
性
雨
や
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
、
環
境
問
題
へ
の
市
民
的
関
心
を
高
め
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
一
九
八
O
年
代
末
か
ら
の
景
気
低
迷
に
と
も
な
い
、
新
た
な

環
境
保
護
政
策
は
制
定
さ
れ
ず
、
全
国
的
団
体
も
縮
小
に
転
じ
る
一

方
で
、
環
境
保
護
政
策
の
基
本
は
維
持
さ
れ
て
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
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三
　
利
益
政
治
の
変
質

　
過
去
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
激
し
い
抵
抗
や
厳
し
い
批
判
に
さ

ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
環
境
問
題
へ
の
関
心
の
制
度
化
」
が
進
ん
だ

要
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
久
保
氏
は
、
国
民
が
「
正
し
い
」
政
策
と

し
て
環
境
保
護
を
認
知
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
政
権
や
議
会
多
数
派
の

交
代
や
公
共
哲
学
の
変
化
に
適
応
し
て
、
柔
軟
な
政
策
案
を
提
示
し

た
専
門
家
集
団
が
存
在
す
る
こ
と
、
に
注
目
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
政
治
現
象
の
説
明
は
、
自
己
利
益
と
い
う
要
因
を
重
要

視
し
て
き
た
。
し
か
し
、
有
権
者
の
投
票
行
動
・
議
員
の
再
選
動
機
・

官
僚
の
職
務
実
行
す
べ
て
が
個
人
的
損
得
勘
定
に
よ
っ
て
の
み
行
わ

れ
る
と
す
る
説
明
は
、
不
十
分
で
は
な
い
か
。
ア
メ
リ
カ
史
を
振
り

返
る
と
、
奴
隷
制
廃
止
運
動
を
始
め
、
公
民
権
運
動
や
消
費
者
保
護

運
動
な
ど
、
私
的
利
益
を
越
え
た
運
動
が
重
要
な
成
果
を
お
さ
め
、

そ
の
背
後
に
は
正
義
の
社
会
通
念
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
事
実
、
こ
れ
ま
で
私
的
利
益
を
求
め
る
ロ
ビ
ー
団
体
が
、
圧
倒
的

な
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
政
党
の
規
律
が
弱
く
、
官

僚
の
権
限
が
限
定
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
政
治
過
程
に
お
い
て
は
、

経
営
者
集
団
、
労
働
組
合
、
農
民
団
体
な
ど
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ

た
圧
力
団
体
の
政
治
勢
力
が
際
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
政
策
決
定

過
程
に
お
い
て
は
、
特
定
の
圧
力
団
体
、
そ
の
利
益
を
代
表
す
る
連

邦
議
会
小
委
員
会
、
そ
し
て
そ
れ
を
顧
客
と
す
る
行
政
府
の
部
局
の

三
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
鉄
の
三
角
形
（
冒
8
巳
き
唯
o
）
」
あ
る

い
は
「
下
位
政
府
（
ω
信
ぴ
め
o
話
ヨ
ヨ
①
旨
）
」
と
呼
ば
れ
る
、
閉
鎖

的
な
利
益
同
盟
が
形
成
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
治
の
教
科
書
に
お
い

て
、
と
り
わ
け
経
済
規
制
と
称
さ
れ
る
領
域
の
政
策
決
定
過
程
の
典

型
的
パ
タ
ー
ン
が
、
鉄
の
三
角
形
論
で
説
明
さ
れ
て
き
た
由
縁
で
あ

る
。

　
自
由
企
業
を
信
奉
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
、
膨
大
な
額

の
政
治
資
金
を
調
達
で
き
る
産
業
界
に
対
し
て
、
公
共
利
益
を
求
め

る
運
動
は
、
そ
の
構
成
員
に
の
み
独
占
さ
れ
な
い
成
果
を
希
求
す
る

こ
と
で
、
経
済
界
に
負
担
を
強
い
る
場
合
が
多
い
。
利
益
政
治
を
牛

耳
っ
て
き
た
自
己
利
益
を
推
進
す
る
団
体
と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に

不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
公
共
利
益
団
体
が
、
い
か
に
し
て
政

治
的
影
響
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

　
団
体
に
加
入
し
て
い
る
多
数
の
会
員
に
よ
る
圧
力
や
、
議
会
に
お

け
る
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
命
題
は
解
明
で

き
な
い
。
通
常
の
利
益
集
団
政
治
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
に
く
い
利
益

は
、
勃
興
す
る
社
会
運
動
と
ど
の
様
に
し
て
結
び
付
く
こ
と
で
、
恒

常
的
に
政
治
過
程
に
表
出
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
運
動
自
体
が
衰
退

し
て
も
、
制
度
化
さ
れ
た
関
心
が
政
治
過
程
に
残
存
す
る
の
は
何
故

か
。
運
動
の
政
治
資
源
が
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
影
響
力
に
変
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換
さ
れ
定
着
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
い
ま
だ
十
分
に
は
考
察
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
久
保
氏
は
ベ
リ
ー
と
フ
ラ
ー
の
議
論
（
ω
震
身
き
α

＝
三
㊤
一
8
一
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
別
個
に
検
討
さ
れ
て
き

た
利
益
団
体
論
と
社
会
運
動
論
を
結
び
付
け
る
こ
と
で
、
公
共
利
益

運
動
の
政
治
的
影
響
力
の
起
源
を
分
析
す
る
。
運
動
に
賛
同
す
る
人

の
数
や
ロ
ビ
ー
活
動
に
加
え
て
、
環
境
保
護
が
正
義
の
観
念
で
あ
る
、

と
国
民
に
認
識
さ
せ
た
専
門
家
に
よ
る
啓
蒙
・
教
育
・
宣
伝
活
動
、

さ
ら
に
新
し
い
政
策
案
を
作
り
出
し
伝
達
す
る
専
門
能
力
が
、
専
門

家
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
政
策
決
定
過
程
に
影
響
力
を
発

揮
す
る
。
久
保
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
政
治
過
程
に
お
い
て
「
ア
イ

デ
ィ
ア
」
が
果
た
し
た
役
割
は
、
抽
象
度
の
高
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

レ
ベ
ル
と
、
よ
り
具
体
的
な
政
策
案
の
段
階
の
両
方
に
分
け
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
環
境
保
護
問
題
の
専
門
家
が
環
境
保
護

団
体
の
み
な
ら
ず
、
大
学
や
研
究
所
、
連
邦
・
州
政
府
諸
機
関
、
さ

ら
に
民
間
企
業
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
な
ど
に
分
散
し
て
い
る
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
環
境
保
護
政
策
の
決
定
過
程
が
、

閉
鎖
的
で
排
除
的
な
「
鉄
の
三
角
形
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
運

動
と
多
く
の
専
門
家
た
ち
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
が
介
在
す
る
、
よ
り

開
放
的
で
流
動
的
な
「
イ
シ
ュ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（
＝
①
巳
o

一
零
o
o
”
o
o
o

。
－
目
ω
〉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
政
策
手
法
の
転
換

　
環
境
保
護
政
策
が
充
実
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
経
済
活
動
は
厳
し

く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
反
発
し
た
財
界

が
、
よ
り
一
層
の
私
的
利
益
団
体
の
組
織
化
を
試
み
た
。
し
か
し
、

い
く
つ
か
の
政
策
領
域
に
お
い
て
は
、
着
実
に
政
策
決
定
過
程
の
パ

タ
ー
ン
が
変
化
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
環
境
保
護
運
動
が
安
定
し
、

政
策
決
定
へ
恒
常
的
に
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら

に
、
環
境
政
策
に
対
す
る
肯
定
的
な
世
論
が
政
策
の
後
押
し
を
し
て

い
る
こ
と
、
な
ど
の
要
因
が
あ
る
。
し
か
し
、
運
動
や
世
論
に
よ
る

支
持
が
、
そ
の
ま
ま
個
別
政
策
の
執
行
に
転
換
さ
れ
る
、
と
は
考
え

に
く
い
。
そ
こ
に
は
、
政
治
的
な
実
現
可
能
性
に
よ
る
拘
束
が
存
在

す
る
。
そ
こ
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
衰
退
が
明
ら
か
に
な
っ
た
一
九

八
O
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
い
か
な
る
環
境
保
護
政
策

が
選
択
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
は
、
重
要
な
考
察
課
題
と
な
る
の
で
あ

る
。

　
社
会
運
動
が
強
固
な
基
盤
を
保
持
し
、
世
論
が
環
境
保
護
を
支
持

す
る
一
方
で
、
公
共
哲
学
が
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
中
、
今
日
の
環

境
保
護
政
策
は
、
新
し
い
手
法
を
模
索
し
て
い
る
。
政
治
的
雰
囲
気
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が
保
守
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
世
論
は
環
境
保
護
を

支
持
す
る
一
方
で
、
税
金
や
規
制
と
い
っ
た
コ
ス
ト
の
負
担
に
は
同

意
し
か
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
環
境

保
護
政
策
が
経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
、
と
訴
え
る
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
る
。
保
守
派
が
、
環
境
保
護
は
経
済
成
長
と
二
律
背
反
の
関
係

に
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
産
業
界
や
農
業
・
林
業
・
鉱
業
労

働
者
の
支
持
を
集
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
環
境
問
題
へ
の
政
策
対
応
も
、
柔

軟
で
中
道
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
台
頭
し
つ
つ
あ
る
。
政
府
に
よ
る
規

制
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
企
業
に
よ
る
自
主
規
制
が
提
言
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
問
題
解
決
の
現
実
可
能
性
を
重
視
す
る
よ

う
に
な
っ
た
環
境
保
護
団
体
や
環
境
保
護
庁
の
方
針
変
更
も
要
因
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　
従
来
、
企
業
と
の
対
決
や
対
立
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
が
遅
れ
た
、

と
い
う
反
省
に
た
っ
て
、
事
前
に
規
制
さ
れ
る
業
界
と
行
政
府
と
が

交
渉
す
る
、
と
い
う
新
し
い
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
排
出
基

準
を
厳
し
く
す
る
こ
と
で
対
処
し
て
き
た
政
策
手
法
も
、
汚
染
権
売

買
の
よ
う
な
市
場
原
理
を
重
視
す
る
、
公
害
未
然
防
止
策
が
考
案
さ

れ
て
い
る
。

　
汚
染
媒
体
別
に
「
出
口
」
で
規
制
す
る
代
わ
り
に
、
「
根
源
」
に

お
い
て
汚
染
物
質
そ
の
も
の
を
削
減
す
る
た
め
、
強
制
措
置
よ
り
も

経
済
的
誘
因
が
効
果
的
だ
、
と
い
う
政
策
案
を
提
言
し
具
体
化
す
る

の
は
、
広
く
分
散
し
て
い
る
専
門
家
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ア

イ
デ
ィ
ア
は
、
草
の
根
運
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
持
さ
れ
、
「
政
策

の
窓
」
が
開
い
て
い
る
瞬
間
に
、
政
治
的
潮
流
と
合
流
し
て
、
政
策

に
結
実
し
、
さ
ら
に
高
い
現
実
性
と
い
う
評
価
を
受
け
て
効
果
を
あ

げ
て
い
く
、
と
久
保
氏
は
指
摘
す
る
。

五
　
も
う
一
つ
の
課
題

　
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
多
く
の
消
費
者
を
保
護
す
る
目
的
で

制
定
さ
れ
た
環
境
関
連
法
が
、
少
数
の
人
の
生
活
・
労
働
環
境
を
悪

化
さ
せ
る
結
果
を
招
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
環
境
保
護
庁
が
一
九
七

二
年
に
使
用
の
禁
止
を
定
め
た
D
D
T
、
ア
ル
ド
リ
ン
、
ヘ
プ
タ
ク

ロ
ー
ル
な
ど
塩
化
炭
化
水
素
系
の
農
薬
は
、
毒
素
効
果
が
長
時
間
に

わ
た
る
た
め
、
結
果
的
に
消
費
者
が
野
菜
や
果
物
を
口
に
す
る
際
に

有
害
だ
、
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
一
九
七
〇
年
代

以
降
は
、
マ
ラ
チ
オ
ン
、
パ
ラ
チ
オ
ン
な
ど
、
殺
虫
効
果
の
短
い
有

機
燐
酸
系
農
薬
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
農
薬
は
、
散
布
し
た
と
き
に
猛
毒
性
を
有
し
て
い
る
た

め
に
、
か
え
っ
て
農
場
で
働
く
者
に
と
っ
て
は
健
康
を
害
す
る
率
が

高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
農
業
労
働
者
の
多
く
が
、
ヒ
ス
パ
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ニ
ッ
ク
系
ア
メ
リ
カ
人
あ
る
い
は
非
合
法
移
民
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
は
低
賃
金
で
働
い
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
社
会
的
な

批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
零
ぽ
①
9
0
這
8
）
。

　
ま
た
、
ミ
シ
ガ
ン
州
で
は
、
地
表
水
に
流
出
さ
せ
て
よ
い
汚
染
物

質
の
量
が
、
州
民
一
人
当
た
り
一
日
で
消
費
さ
れ
る
魚
を
六
・
五
グ

ラ
ム
と
す
る
前
提
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
州

内
に
は
魚
を
そ
れ
以
上
食
す
る
人
々
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
一
日

の
消
費
量
が
一
〇
あ
る
い
は
二
〇
グ
ラ
ム
平
均
の
場
合
、
普
通
の
人

の
二
か
ら
三
倍
の
有
害
物
質
を
体
内
に
取
り
込
む
危
険
性
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
実
際
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
が
デ
ト
ロ
イ
ト
川
水
域
で

行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ
と
食
料
獲
得
の
両
方
の
目
的
で

釣
り
を
す
る
人
の
割
合
は
、
白
人
サ
ン
プ
ル
の
場
合
は
約
二
割
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
非
白
人
は
約
六
割
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
非
白
人

集
団
の
す
べ
て
が
白
人
と
比
べ
て
、
一
日
当
た
り
の
魚
の
摂
取
量
が

約
五
倍
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
汚
染
物
質

流
出
量
の
法
的
算
定
基
準
に
問
題
が
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ

る
（
≦
①
ω
一
9
鎮
お
旨
）
。

　
環
境
浄
化
を
目
的
と
す
る
諸
法
が
、
人
種
・
民
族
・
階
級
的
に
す

べ
て
の
人
を
均
等
に
守
っ
て
い
な
い
、
と
す
る
課
題
が
「
環
境
正
義

（
国
毫
畔
9
ヨ
o
簿
巴
含
答
8
）
」
と
い
う
名
称
で
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
二
月
一
一
日
に
は
ク
リ

ン
ト
ン
大
統
領
が
行
政
命
令
一
二
八
九
八
号
を
発
令
し
て
連
邦
政
府

諸
機
関
が
環
境
正
義
を
希
求
す
る
よ
う
命
じ
た
。
さ
ら
に
、
環
境
保

護
庁
内
に
は
環
境
正
義
事
務
局
が
開
設
さ
れ
、
全
米
環
境
正
義
諮
間

評
議
会
も
創
設
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
連
邦
政
府
の
対
応
以
前
に
、
環
境
正
義
の
間
題
は
一
九

七
〇
年
代
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
草
の
根
レ
ベ
ル
の
運
動
は
一
九
八

○
年
代
か
ら
全
米
で
展
開
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
環
境
保
護
と
い

う
公
共
の
利
益
が
、
差
別
的
意
図
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
社
会
的
少

数
派
集
団
に
享
受
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
環
境
保
護
の
新
た
な
る

課
題
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
ω
邑
9
お
醤
）
函
三
5
三

一
〇
濾
）
。

　
こ
の
政
策
課
題
が
「
イ
シ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
通
し
て
制
度

化
さ
れ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
的
少
数
派
の
特
殊
権
益
運
動

と
し
て
「
鉄
の
三
角
形
」
型
の
政
策
決
定
過
程
を
形
成
す
る
の
か
、

こ
れ
か
ら
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
、
地
方
レ
ベ
ル
の
間

題
が
連
邦
政
府
レ
ベ
ル
で
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
久
保
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
環
境
保
護
が
「
正
し
い
」
政
策
と
し

て
国
民
に
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
政

策
課
題
を
久
保
氏
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
人
種
の
問
題
と
し
て
捉
え
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る
べ
き
か
否
か
は
、
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
環
境
保
護
と
政
治
過
程
の
特
徴
は
、
「
参
加

と
動
員
、
公
開
性
、
訴
訟
と
対
決
、
弱
い
官
僚
性
と
強
力
な
運
動
、

さ
ら
に
強
力
な
業
界
ロ
ビ
ー
、
専
門
能
力
の
拡
散
、
グ
ラ
ス
ル
ー
ツ

・
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ
と
急
進
派
の
直
接
行
動
主
義
か
ら
生
ま
れ
る
対
立

と
エ
ネ
ル
ギ
i
」
に
あ
り
、
「
伝
統
的
な
規
制
重
視
派
と
規
制
廃
止

を
説
く
共
和
党
保
守
派
の
間
の
激
し
い
対
立
」
は
、
今
後
と
も
続
く

だ
ろ
う
、
と
久
保
氏
は
予
想
す
る
（
二
七
一
頁
）
。

　
こ
れ
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
過
程
一
般
に
つ
い
て
、
ま
た

い
く
つ
か
の
環
境
保
護
政
策
に
つ
い
て
、
ミ
ク
ロ
的
・
マ
ク
ロ
的
研

究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
残
さ
れ
た
課
題
は
少

な
く
な
い
。
例
え
ば
、
環
境
保
護
政
策
を
事
例
と
し
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
政
策
決
定
過
程
の
構
造
や
そ
の
特
徴
、
社
会
運
動
と
の
関
連
、

政
治
制
度
と
の
相
互
作
用
な
ど
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
っ
た
例
は
な

い
。

　
他
国
と
比
較
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
制
度
は
き
わ

め
て
分
権
的
か
つ
流
動
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
知
的
魅
力
と
政
治
的

実
現
性
の
強
い
政
策
案
が
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る

可
能
性
は
高
い
。
そ
の
意
味
で
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
機
能
に
注
目
し
て
、

環
境
保
護
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
分
析
す
る
意
義
は
大
き
い
。
既
に

見
た
通
り
、
久
保
氏
の
考
察
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
よ
り
抽
象
的
レ
ベ

ル
（
世
界
観
・
価
値
観
・
正
義
感
）
と
、
よ
り
具
体
的
レ
ベ
ル

（
個
々
の
政
策
案
）
と
に
分
け
て
い
る
点
で
、
従
来
の
研
究
よ
り
も

複
雑
な
分
析
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
政
策
決
定
過
程
の
パ
タ
ー
ン
が
、
近
年
い
く
つ
か
の
政
策
領

域
に
お
い
て
、
「
鉄
の
三
角
形
」
か
ら
「
イ
シ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

へ
明
ら
か
に
移
行
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
研
究
は
多
い
。
し
か
し
、

公
害
未
然
防
止
法
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
社
会
運
動

に
携
わ
る
活
動
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
政
策
案
を
提
示
す
る
専
門

家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
二
重
構
造
「
環
境
保
護
に
お
け
る
公
共

利
益
連
合
」
に
着
目
し
、
な
お
か
つ
政
治
制
度
と
の
相
互
関
連
に
お

い
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
研
究
と
し
て
は
、
久
保
氏
の
考
察
が
初
め

て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
政
治
学
に
お
け
る
実
証
と
理
論
の
両
面
で
、

貢
献
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
現
実
の
環
境
保
護
は
、
制
度
化
を
通
し
て
一
定
の
成
果
を
あ
げ
つ

つ
も
、
新
た
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
高
学
歴
ミ
ド
ル

ク
ラ
ス
出
身
の
白
人
男
性
エ
リ
ー
ト
が
運
動
の
主
体
で
あ
り
、
企
業

や
行
政
に
対
し
て
妥
協
的
で
、
人
間
の
健
康
問
題
よ
り
も
絶
滅
の
危

機
に
あ
る
生
物
種
の
保
護
と
い
っ
た
間
題
に
し
か
関
心
を
寄
せ
て
い
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な
い
、
と
す
る
批
判
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
思
想
と
運

動
の
歴
史
を
見
直
そ
う
と
す
る
試
み
が
進
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
は
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
資
源
保
全
が
中
心
で
あ

っ
た
運
動
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、
主
体
が
大
衆
化
す
る
と
共
に
そ
の

関
心
も
多
様
化
し
た
、
と
す
る
「
断
絶
的
」
歴
史
観
を
修
正
し
よ
う
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
十
九
世
紀
末
以
来
の
都
市
に
お
け
る
公
衆
衛
生
や
労
働

環
境
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
草
の
根
運
動
や
、
農
村
に
お
け
る
共
同

体
活
動
が
、
生
活
環
境
を
守
ろ
う
と
し
た
住
民
運
動
と
し
て
評
価
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
環
境
保
護
は
少
数
の
ア
メ
リ
カ
人
が
有
し
た
価
値

観
で
も
な
く
、
人
種
・
階
級
・
性
別
的
に
偏
っ
た
運
動
で
も
な
か
っ

た
、
と
再
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
環
境
保
護
思
想
と
運
動
の
歴
史

的
起
源
に
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
内
部
分
裂
を
深
め
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
に
直
面
す
る
現
状
に
、
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
0
9
島
魯
お
3
）
。

　
こ
れ
ま
で
久
保
氏
は
、
理
論
上
は
組
織
化
の
困
難
な
集
団
的
利
益

が
、
表
出
す
る
過
程
お
よ
び
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て

き
た
。
本
書
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
南
部
に
お
け
る
シ
ェ
ア
ク
ロ
ッ

パ
ー
に
焦
点
を
当
て
た
『
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
と
ア
メ
リ
カ
民
主
政
』

に
次
い
で
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
批
判
を
通
し
て
、
市
民
に

奉
仕
す
る
と
い
う
役
割
を
政
治
学
が
担
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
久
保

氏
は
「
公
共
利
益
連
合
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
何
を
試
み
た
の
か
。

　
社
会
科
学
に
、
実
証
可
能
な
絶
対
的
真
理
は
存
在
し
な
い
。
現
実

の
社
会
に
も
、
価
値
の
配
分
や
序
列
を
決
定
す
る
根
元
的
尺
度
は
な

い
。
環
境
保
護
の
道
徳
的
是
非
か
ら
距
離
を
置
き
、
漸
進
的
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
保
守
的
な
政
治
過
程
の
特
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
久
保

氏
は
、
多
元
主
義
的
立
場
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
を
総
合
的
に

捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
、
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
大
学
出
版
会
）
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